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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 被 検 体 を 載 せ る テ ー ブ ル と 、 前 記 テ ー ブ ル に 載 せ ら れ た 前 記 被 検 体 に 対 し て Ｘ 線 を 照 射
す る Ｘ 線 照 射 手 段 と 、 前 記 Ｘ 線 照 射 手 段 に 対 し て 前 記 被 検 体 を 挟 ん で 相 対 向 し て 配 置 さ れ
、 前 記 被 検 体 を 透 過 し た Ｘ 線 透 過 像 を 検 出 す る Ｘ 線 透 過 像 検 出 手 段 と 、 Ｘ 線 透 過 像 検 出 手
段 に 接 続 さ れ 、 前 記 Ｘ 線 透 過 像 検 出 手 段 を Ｘ 線 照 射 方 向 に 移 動 す る Ｘ 線 照 射 方 向 移 動 手 段
と 、 前 記 Ｘ 線 照 射 手 段 と 前 記 Ｘ 線 透 過 像 検 出 手 段 と を 接 続 し 支 持 す る 、 略 半 円 形 状 の Ｃ ア
ー ム か ら な る 支 持 手 段 と 、 前 記 Ｘ 線 透 過 像 検 出 手 段 に よ り 得 ら れ た Ｘ 線 透 過 像 を 基 に 画 像
処 理 を 行 い 、 Ｘ 線 透 視 撮 影 画 像 を 表 示 す る 表 示 手 段 と を 備 え た Ｘ 線 透 視 撮 影 装 置 に お い て
、 前 記 Ｘ 線 照 射 方 向 移 動 手 段 は 、 複 数 個 の 断 面 の 大 き さ の 異 な る 筒 を 軸 を 平 行 に し て 重 ね
あ わ せ た も の と 、 前 記 複 数 個 の 筒 の 互 い の 重 ね 合 わ せ 面 を ス ラ イ ド さ せ る ス ラ イ ド 手 段 を
備 え 、 こ と を 特 徴 と す る Ｘ 線 透 視 撮 影 装
置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 Ｘ 線 照 射 方 向 移 動 手 段 は 、
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の Ｘ 線 透 視 撮 影 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 Ｘ 線 透 過 像 検 出 手 段 を Ｘ 線 の 照 射 す る 方 向 と 垂 直 な 方 向 に ス ラ イ ド 移 動 さ せ る Ｘ 線
と 垂 直 方 向 ス ラ イ ド 移 動 手 段 を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 又 は ２ に 記 載 の Ｘ 線 透 視
撮 影 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 Ｘ 線 透 過 像 検 出 手 段 は 、 Ｘ 線 平 面 検 出 器 で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ～ ３

記 載 の Ｘ 線 透 視 撮 影 装 置 。

前 記 Ｃ ア ー ム の 外 側 の 円 弧 よ り 内 側 に 設 け ら れ た

前 記 ス ラ イ ド 手 段 は 各 筒 の 繰 り 出 し を 常 に 同 一 量 で 行 う

の い
ず れ か に
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